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お問合せ●多古町産業経済課農業振興係　☎76-5404
　　　　　千葉県農林水産部環境農業推進課肥料・農薬班　☎043-223-2888

地下部の茎が黒く
変色します 地際部が黒に、葉が黄や赤に変色して枯れます

　今回の意見交換会では、今までの意見交換会での検討結果の振り返りを行い、今後の取り組み方針
について説明しました。「今後の拠点整備を検討する組織体制（町・第三セクター・デベロッパー・テ
ナントなど）を構築し、ソフト、ハードに分けて検
討を進めること」や「社会情勢や施設の優先度、民間
投資や民間事業者との協働などの機会を逃さないこ
と」、「10～ 15年程度の中長期的視点で順次整備

　これまで多古学童保育所として利用されていた建物の 2階をリニューアルし、全館が利用できる
図書館として生まれ変わりました。
　新設の学びスペースやふるさと情報発信スペースに加え、1階の書庫も開放し、より充実した読書
環境となっています。
　また、交流スペースでは読み聞かせ会や読書会など、多彩なイベントも開催していますので、ぜひ
お気軽にお越しください。

※各スペースをご利用の際は、貸出・返却カウンターまでお声掛けください。

していくこと」を確認
しました。
　引き続き、多古町の
経済活性化に向けて事
業を進めていきます。

　千葉県では、6月から11月にかけて、農作物に被害をもたらすイノシシの捕獲を実施します。
　捕獲は、わな猟により実施しますので、近づかないようご注意ください。
※わなの周辺には注意看板を設置します。安全な捕獲に努めますので、
　皆さまのご理解とご協力をお願いします。

　千葉県では、植物防疫法に基づき令和
6年 3月に「千葉県総合防除計画」を策
定しました。近年全国的に問題になって
いる「サツマイモ基

もと

腐
ぐされ

病」のまん延を防止
するために、家庭菜園を含むすべての栽
培者の方に 6つのルールを守っていた
だくよう、ご協力をお願いします。

①本病発生ほ場から種いもを採取しない。
②無病種いもや、由来のわかる健全な苗を使用する。
③県などが実施するまん延防止のための調査に協力する。
④本病が発生または本病と疑われる症状を確認した場合には県や
　関係機関に直ちに連絡する。
⑤�本病の発生が確認された場合、関係機関の指導のもと発病株を適切に処分する。
⑥本病発生ほ場では原則として２年以上、さつまいも以外の作物を栽培するか休耕する。

サツマイモ基腐病のまん延を防ぐための6つのルール！

県によるイノシシ捕獲実施のお知らせ

さつまいもを栽培される皆さまへ

お問合せ●産業経済課経済振興係　☎76-5404

お問合せ●多古町立図書館　☎79-3406

お問合せ●千葉県自然保護課鳥獣対策班　☎043-223-2058

千葉県
ホームぺージ

株式会社クボタと連携協定を締結しました多古町地域経済活性化拠点整備に係る
多古町議会との意見交換会を開催しました

▲第5回意見交換会の様子

多古町立図書館の利用スペースが
広がりました！

【学びスペース】 【ふるさと情報発信スペース】 【交流スペース】

▲今後の取り組み方針

三

第三セクター、

　町民の皆さまの健康づくりや交流の場として長らく親しまれてきた「いきいき健康サロン多古
わぁーか ちぃーと」は、建物の管理や今後の活用について検討した結果、7月 31日（金）をもって閉
館することとなりました。これまで多くの皆さまにご利用いただき、ありがとうございました。
　なお、閉館に伴い、今後のご利用に関しては、以下の点にご注意ください。
閉　　館　　日● 7月 31日（金）
利用予約の受付●�閉館日までの利用申請は通常どおり受け付けていますが、閉館日以降の予約はお受

けできませんので、ご了承ください。
　本施設の閉館後も、町民の皆さまの健康と交流を支援するための取り組みを進めていきますので、
引き続きご理解とご協力をよろしくお願いします。

お問合せ●保健福祉課福祉係　☎76-3185

「いきいき健康サロン多古わぁーか ちぃーと」
閉館のお知らせ

　多古町役場で納めていただくと、納付額の２％が手数料として町の収入になります。
　町にとって貴重な財源となりますので、納付の際は、役場１階出納室窓口をぜひご
利用ください。
　なお、納期限を過ぎたものは、延滞金確認のためお時間をいただくことがあります。
取扱できる千葉県の税目●自動車税、不動産取得税、法人県民税・法人事業税・個人事業税 など
取扱時間●午前8時 30分から午後5時 15分（土・日曜日・祝日を除く）
納付場所●役場１階　出納室窓口
お問合せ●出納室　☎76-5415

自動車税などの県税は多古町役場で納付できます
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